
－－－

h

卿eゅ細』“、鱈絢 国

に
受
姿
替
畳
掲
Ｓ
色
一
ｓ
く
仁
。
Ｕ

》
綱
・
這
ｊ
唾
に
黒
や
営
遭
農
Ｓ
Ｊ
嘩
伽

》
《
一
》
一
》
倍
》
建
咋
一
》
一
一
》
一

融
螺
竜
夷
堪
十
厚
〆
今
掲
凶
ふ
り
縄
く
や
蕎

嘩
毒
翻
》
》
州
ま
い
“
》
》
》
《
函
》
罰

母
ｅ
担
潔
鴬
匡
岬
暮
碧
茶
ヤ
》
詣
揮
逆
ｓ
Ｕ
－

紳
識
罫
辱
隠
ぐ
〃
暑
賀
ｒ
禅
追
〃
域
重
電

〃
。
今
に
聖
ｅ
Ｊ
頚
型
斡
騨
担

積
著
異
匡
／
抽
裡
会
や
会
揺
Ｕ
却
君
Ｕ
－
ｅ
無
ｅ

に
隆
崇
ｒ
唇
や
尋
。
渓
ｒ
／
器
〆
異
一
韓
卿
岬

心
即
抑
。
這
這
蝿
忌
衷
墓
胃
裡
替

急養要事崖旦睡婦

舌儀鯉燕

三
一
要
・
唇
凶
匡
〉
〃
岬
三
岬
】

Ｓ
Ｇ
袖
言
ｒ
裡
。
ヤ
篭
響
製

慕
稿
冨
ｒ
〃
岬
弔
幻
磯
凶
認

異
碧
槻
〆
や
や
。
中
心
型
雪
毎

黒
麗
里
弾
畳
部
擢
蝉
部
刈
ｊ
超

暑
壌
垣
ｊ
雷
や
？
剖
咲
氾
屡
塁
鍵

〆
。
噸
凶
小
岬
褐
Ｕ
呈
鍛
厘
今
鰻

迩
裡
韓
署
二
や
や
岬
蝿
〃
ｒ
ｅ

聯
ｆ
〃
屡
却
逆
穐
争
窪
卿
〃
筈

窒
毎
窒
腫
二
心
境
・
蝉
撞
函
し
迄

昇
幻
誤
ｒ
樺
会
擢
隷
Ｓ
掴
。
〃

蕪
陰
幽
裡
ｓ
垂
。
綜
冨
ｅ
岬
逗

ｅ
巻
。
柚
Ｐ
ｅ
惑
〆
園
喧
。
弾

韓
這
岬
レ
コ
掛
裂
逆
〃
荊
裡
緯

養
巨
掩
わ
ｊ
に
弾
患
判
転
学
ｅ

意
鉛
や
や
翼
ｊ
心
字
ｅ
韓
鵡
ｅ

Ｇ
岩
？
聖
屋
四
坪
毒
し
や

色
即
卿
騨
袋
。
長
わ
終

騒
ｊ
唾
趨
幻
蝿
鴇
０
営

髄
。
凶
宝
ｒ
Ｕ
卜
且
Ｗ
〃

〃
担
碧
ｅ
。
〆
蝿
お
幻
叶
い
。

〉
』
偶
璽
壇
型
詮
旦
Ｕ
〉
ら
ふ

禅
謹
聖
令
岬
麗
鋼
ｊ
榔
担
。
長

逆
雪
桜
〃
Ｕ
宮
押
凶
。
Ｐ
且
壇

哨
幻
ｒ
迩
幻
園
ら
碧
担
拙
凶
ｅ

ｅ
岬
蕊
幻
岬
〉
函
没
ら
Ｐ
署
や

釦
蝿
』
Ｕ
ｓ
に
〃
聖
。
紙
ｊ
ｓ

ｏ
や
垣
岬
鼎
即
今
鵜
ら
暮
屡
却

筒
ｅ
坤
ｓ
ｆ
嚢
署
ｒ
函
、
Ｕ
腫
岬

事
靭
蚕
や
灸
譜
弾
〃
知
。
ｒ
や

管
ｅ
種
ド
知
垣
－
－
足
幻
製
二
章

や
岬
雪
嘩
争
梗
尋
や
Ｕ
塘
揮
鐘

？
認
ｒ
ｓ
漁
ヨ
ョ
抽
蝿
毎
ｓ
呈

将
諜
扇
ｅ
親
や
わ
白
Ｐ
室

。
埋
誌
陣
異
雷
ｅ
蟹
里
型
会
葬
祇
噌

や
皇
涛
Ｆ
〃
。
繕
匿
ｅ
偶
今
虐
岬
〃
ｅ

晦
壌
巽
今
型
蝿
ｅ
く
ｓ
尋
崇
弄
や
逆
伊

掲
焦
ロ
里
擁
二
評
岬
窒
霜
梢
。
藷
幻
試
蝿

や
雷
沫
口
旨
い
や
褐
／
ｅ
想
壇
一
罰
塁
幻

担
禅
ｅ
蝉
筈
今
童
や
〉
ら
幻
義
鴇
柊
〆
役

二
食
喧
暮
題
や
心
雷
ｓ
室
Ｕ
郭
Ｉ
・
知
ふ
弾

し
岬
認
叫
ｅ
紙
灸
匿
Ｐ
Ｓ
ｓ
逆
ｅ
吾
会
Ｋ

や
〆
毒
却
ｊ
ｕ
や
ｅ
コ
リ
。
Ｓ
Ｒ
に
壇
一

建
心
瑳
蓑
匡
待
櫓
寅
斜
会
祇
鞘
瑳
冨
ｅ
ｎ

幻
会
く
卓
憲
鴇
〃
郡
裂
ふ
鴇
陣
〃
撫
担
禅

廷
柚
誕
〆
ｒ
弾
逆
凝
弾
長
昇
農
伽
ｅ
や
、

婁
拍
寵
逆
。
異
』
く
聯
。
副
誤
Ｒ
勺
転
封
半

裳
鉾
謹
今
蝿
Ｕ
蓋
。
汁
岬
重
／
瑳
樫
鴬
ら
、

〉
ｅ
。
役
ｓ
和
事
碍
却
据
言
い
〃
ミ
意
宝
諭
。

膿
吟
裡
褐
や
岳
ｒ
褐
岳
や
増
ｓ
幻
Ｕ
〃
や
理
蝿

や
堂
分
噸
ぐ
和
や
国
周
？
‐
戸
心
憲
抽
掲

Ｊ

壷
や
譜
星
室
心
屋
や
理
舟
賦
狸
や
抑

制
Ｓ
禅
浄
偲
や
〃
ｅ
ｓ
Ｋ
や
綻
牌
。
壌

炉
緯
や
意
ｊ
や
尋
隠
刈
一
ｅ
輪
ｅ
ｓ
押

二
く
招
謡
塊
心
荊
言
ド
ｎ
狸
ｒ
蕊
擬
ｅ

幻
刈
岬
’
一
毒
揮
八
侭
哩
黛
揮
今
ｊ
篭
婆
副

担
穏
抽
・
茎
曾
毎
ｓ
今
や
騨
爆
謹
抽
這

這
制
暑
扇
哀
。
翌
Ｕ
扇
吊
玉
単
捜
雛
ｅ

淫
淵
や
碑
署
担
盾
。
ｅ
ｅ
裟
詞
署
逆
言

腫
函
〉
再
ｒ
？
。
峰
』
Ｕ
鞍
錠
〃
や
潰

涯
ｅ
や
埋
浄
揮
岬
や
凶
〃
侍
琵
型
ｅ
碁

軽
遇
ｒ
〉
幻
掲
刈
署
。
し
Ｇ
ｒ
ｅ
壇
茎

蕊
。
蓉
謹
。
袋
部
や
や
料
投
０
厘
〃
や
受
綻

心
や
〃
ｅ
ｓ
釦
Ｕ
麓
吊
聖
？
仰
ぐ
や
蝿
・
言
蹄

長
鱒
。
Ｕ
毎
斗
螺
斑
わ
茶
擬
制
〆
碍
毎
築
／

や
崎
晶
〆
逆
〃
単
岬
ｆ
ｒ
里
ｆ
Ｊ
Ｕ
ｊ
わ
迦

心
や
。
逆
や
今
姉
や
卿
毛
却
狗
や
。
刈
鱈
堰
慕

迄
鱒
ｇ
Ｇ
勲
賀
慣
作
謡
Ｕ
吊
岬
超
柳
抽

AJ謹争f役」「濁萄圏筆系塀-〕S糊夷
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端
寄
燕
蒔
丙
桝
山
叫
諦
窯
映
営
計
満
帆
菩
ｄ
寺
。
淵
帝
燕
雌
蛎
Ｓ
叫
訓
弦
芝
辻
三
汁
茄
簿
・
園
而
欄
競
べ
仰
労
う
舗
恥
強
計
ご
汁
寺
。
画
目
圃
昨
図
叩
雫
碕
曽
田
領
豊
岳

銅
新
潟
県
神
林
村
差
別
行
政
糾
弾
裁
判
判
決

、
Ｊ

昭
和
狂
九
年
行
ウ
鋪
一
二
号

く

新
潟
県
岩
船
郡
神
林
村
大
字
平
林
二
○
一
○

原
告
小
池
健
志

同
県
同
郡
同
村
大
字
平
林
一
九
五
○
’
二

原
告
倉
嶋
正
二
郎

右
両
名
訴
訟
代
理
人
弁
瀧
士中

山
武
敏

同
近
藤
正
道

同
県
同
郡
同
村
大
字
小
口
川
二
一
’
二

被
告
神
林
村
村
長
佐
藤
末
吉

右
訴
訟
代
理
人
弁
護
士
石
田
浩
輔

右
指
定
代
理
人
竹
内
源
之
助

同
鈴
木
忠
雄

剣

忠
栄
三

右
当
事
者
間
の
新
潟
県
同
和
地
区
中
小
企
業
振

興
貸
金
借
入
あ
っ
せ
ん
申
込
み
に
関
す
る
不
作
為

号
・
以
下
「
地
対
法
」
と
い
う
骨
）
が
施
行
さ

れ
た
後
も
、
こ
れ
に
基
づ
く
地
域
改
善
対
策
事

業
の
一
環
と
し
て
、
中
小
企
業
に
係
る
融
資
邸

業
を
実
施
す
る
た
め
、
要
綱
を
存
続
さ
せ
て
い

る
。
そ
の
内
容
は
別
紙
に
記
載
の
と
お
り
で
あ

る
。

２
原
告
ら
は
、
一
般
に
「
湯
の
沢
」
と
呼
ば
れ

る
地
区
（
以
下
「
渦
の
沢
地
区
」
と
い
う
。
）

に
居
住
し
、
現
に
社
会
的
身
分
差
別
を
受
け
て

い
る
中
小
企
業
者
で
あ
っ
て
、
原
告
小
池
は
建

材
業
を
、
同
倉
嶋
は
建
築
業
を
そ
れ
ぞ
れ
同
地

区
に
お
い
て
営
ん
で
い
る
。
湯
の
沢
地
区
は
同

和
地
区
、
即
ち
「
歴
史
的
社
会
的
理
由
に
よ
り

生
活
環
境
等
の
安
定
向
上
が
阻
害
さ
れ
て
い
る

地
域
」
（
同
対
法
・
地
対
法
各
一
条
に
い
う

「
対
象
地
域
」
）
で
あ
り
、
原
告
ら
は
要
綱
が

そ
の
第
２
項
に
定
め
る
融
資
対
象
者
と
し
て
の

要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
。

３
原
告
ら
は
昭
和
五
九
年
二
月
二
○
日
、
要

綱
の
定
め
る
手
続
に
従
い
、
新
潟
県
知
事
か
ら

申
込
み
の
受
理
等
の
椛
限
の
委
任
を
受
け
て
い

る
被
告
に
対
し
、
新
潟
県
知
事
宛
の
融
資
あ
っ

せ
ん
申
込
書
・
保
証
申
込
書
そ
の
他
の
必
要
醤

顛
を
提
出
し
て
融
資
あ
っ
せ
ん
の
申
込
み
を
し

判

決

違
法
砿
認
請
求
事
件
に
（
●
一
き
，
当
裁
判
所
は
昭
和

六
二
年
一
○
月
二
七
日
に
終
結
し
た
口
頭
弁
論
に

基
づ
い
て
次
の
と
お
り
判
決
す
る
。

一
被
告
が
昭
和
五
九
年
二
月
二
○
日
に
原
告

ら
か
ら
の
新
潟
県
同
和
地
区
中
小
企
業
振
興
資

金
借
入
あ
っ
せ
ん
の
申
込
み
に
対
し
て
し
た
不

受
理
処
分
を
い
ず
れ
も
取
り
消
す
。

二
訴
訟
費
用
は
被
告
の
負
担
と
す
る
。

た
（
こ
れ
を
以
一
書
二
本
件
申
込
み
」
と
い
う
星
〕

４
と
こ
ろ
が
被
告
は
、
湯
の
沢
地
区
が
要
綱
に

い
う
「
同
和
地
区
」
で
は
な
い
と
の
理
由
か
ら

こ
れ
を
不
受
理
処
分
（
以
下
「
本
件
不
受
理
処

分
」
と
い
う
。
）
と
し
た
。

５
よ
っ
て
、
原
告
ら
は
被
告
に
対
し
、
本
件
不

受
理
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
。

’
一
購
求
の
原
因
に
対
す
る
騨
否

１
請
求
の
原
因
１
，
３
，
４
の
各
事
実
を
函
め

る
。

２
同
２
の
事
実
の
う
ち
、
原
告
ら
が
湯
の
沢
地

区
に
居
住
し
、
主
張
の
各
職
業
を
営
ん
で
い
る

こ
と
は
認
め
る
が
、
湯
の
沢
地
区
は
要
綱
に
定

め
る
同
和
地
区
で
は
な
い
か
ら
、
原
告
ら
は
要

綱
第
２
項
に
い
う
融
資
対
象
者
で
は
な
い
。

三
被
告
の
主
張

１
湯
の
沢
地
区
が
い
わ
ゆ
る
同
和
地
区
で
あ
る

こ
と
は
争
わ
な
い
が
、
要
綱
に
い
う
「
同
和
地

区
」
で
は
な
く
、
原
告
ら
に
は
本
件
申
込
み
の

資
格
が
な
い
。
理
由
は
以
下
の
と
お
り
で
あ

デ
勿
○

２
要
綱
に
い
う
「
同
和
地
区
」
と
は
、
同
和
地

一
購
求
の
趣
旨

主
文
と
同
旨
の
判
決
を
求
め
る
。

第
一
申
立
て

主
文

事
実

一
月
二
十
六
日
、
神
林
村
差
別
行
政
糾
弾
薮
判
で
．
新
潟
地
裁

民
事
一
部
が
お
こ
な
っ
た
判
決
を
全
文
収
載
す
る
。
（
縞
集
部
）

二
錆
求
の
趣
旨
に
対
す
る
答
弁

１
原
告
ら
の
購
求
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
。

２
訴
訟
費
用
は
原
告
ら
の
負
担
と
す
る
。

と
の
判
決
を
求
め
る
。

｜
購
求
の
原
因

１
新
潟
県
は
、
同
和
対
策
審
議
会
の
昭
和
四
○

年
八
月
二
日
付
け
答
申
及
び
（
旧
）
同
和
対

策
事
業
特
別
措
侭
法
（
昭
和
四
四
年
七
月
一
○

日
法
律
第
六
○
号
。
以
下
「
同
対
法
」
と
い

う
。
）
に
基
づ
く
同
和
対
策
事
業
の
一
環
と
し

て
、
中
小
企
業
に
係
る
融
寅
卒
業
を
実
施
す
る

た
め
、
昭
和
五
三
年
一
○
月
二
○
日
や
新
潟
県

同
和
地
区
中
小
企
業
振
興
資
金
要
綱
（
以
下

「
要
綱
」
と
い
う
。
）
を
制
定
し
、
同
対
法
失

効
と
同
時
に
新
た
に
地
域
改
善
対
策
特
別
措
畷

法
（
昭
和
五
七
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
六

区
“
即
ち
当
該
地
方
に
お
い
て
一
般
に
同
和
地

区
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
地
区
そ
の
も
の

を
指
す
の
で
は
な
く
、
対
象
地
域
（
同
対
法
・

地
対
法
各
一
条
）
、
即
ち
「
歴
史
的
社
会
的
理

由
に
よ
り
生
活
潔
境
等
の
安
定
向
上
が
阻
害
さ

れ
て
い
る
地
域
」
を
意
味
す
る
。

３
と
こ
ろ
で
国
は
、
対
象
地
域
を
把
握
す
る
た

め
、
次
の
よ
う
な
方
法
で
全
国
同
和
地
区
調
査

を
実
施
し
て
い
た
。

Ｈ
国
（
総
理
府
（
な
い
し
総
務
庁
）
及
び
関

係
各
省
庁
）
は
同
対
法
に
基
づ
く
同
和
対
策

事
業
を
、
ま
た
地
対
法
施
行
後
は
こ
れ
に
基

づ
く
地
域
改
善
対
策
事
業
（
以
下
、
両
者
を

併
せ
て
「
対
策
事
業
」
と
い
う
。
）
を
実
施

す
る
た
め
、
都
道
府
県
知
事
を
通
じ
、
市
町

村
長
に
対
し
て
地
域
の
実
態
等
の
調
査
を
委

託
す
る
。

同
市
町
村
長
は
こ
れ
に
応
じ
て
、
都
道
府
県

知
事
を
通
じ
、
国
に
対
し
て
咽
査
資
料
と
対

策
察
業
計
画
を
提
出
す
る
。

同
国
は
こ
れ
に
よ
っ
て
幸
｝
。
地
域
を
把
握

（
町
）

し
、
対
策
事
業
を
実
施
●
『
＠
（
市
長
村
長
が

右
調
査
資
料
と
対
策
式
《
計
画
を
提
出
す
る

こ
と
を
「
地
区
指
定
坪
諦
」
と
い
い
、
国

第
二
主
張

~ 一へ一一
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端
帝
燕
蕗
丙
撫
‐
Ｊ
叫
諦
詳
映
営
瀞
満
帆
ぎ
べ
書
寺
。
州
寄
燕
雌
蝋
Ｓ
斗
那
強
笠
辻
二
畔
証
簿
・
琵
而
欄
茸
酬
岬
舜
言
舗
叩
戟
計
ご
汁
寺
。
画
目
圃
鵬
因
珊
碕
呂
届
紺
、
如
隼
、

噺
準
蝿
煙
舗
濡
深
購
鯛
測
四
被
締
藻
添
羅
麗
否
矧
瀦
噸
測
別
溌
鮭
恥
溌
一

一
郷
瞭
灘
凄
蕊
蓉

一
岬
榊
雌
嘩
嘩
榊
読
確
罰
越
い
ち
鋤
唖
岬
細
羅
哩
窪
娃
嘩
蝿
蔀
線
嘩
維
升
詑
や
搾
宮
石
率
雌
蒔
峠
錘
回
栖
弛
著
岬
癖
岬
恥
嬬
却
吋
恥
州
岬
喝
迦
潅
癖

一
鱗
識
懸
灘
灘
鯉
銭
灘
蝿
裁
蕊
識

一
８
同
岬
畔
唾
雷
錘
諏
却
挫
細
誕
袖
計
畔
準
馳
繊
紳
理
由
等
の
安
定
向
上
が
限
樗
さ
れ
て
い
る
地
域
」
で

‐
‐
‐
，
一

一
）
離
軍
、
全
Ｆ
苫
１
日
畑
臓
１
１
１
１
ｊ
咽
骨
４
ｌ
‐

業
を
け
う
た
め
の
要
件
だ
と
し
て
も
、
神
林
村
れ
る
こ
と
及
び
地
区
指
定
さ
れ
る
こ
と
が
部
落
こ
れ
に
基
づ
く
地
域
改
稗
対
策
顧
繋
を
実
施
す

は
昭
和
四
二
年
二
月
に
国
の
実
施
し
た
全
国
同
解
放
運
動
に
対
し
積
極
的
な
効
用
を
も
た
ら
す
る
た
め
存
続
し
て
い
る
こ
と
（
諦
求
の
原
因

和
地
区
爽
態
淵
在
に
対
し
、
「
褐
の
沢
地
区
は
こ
と
を
恐
れ
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
「
寝
た
子
を
起
１
）
は
当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
か
ら
、
要
綱

同
和
地
区
で
あ
る
。
」
と
し
て
そ
の
惟
帯
数
．
こ
す
な
。
」
論
に
荘
づ
き
、
あ
え
て
地
区
指
定
に
い
う
「
同
和
地
区
」
と
は
同
対
法
・
地
対
法

人
口
・
職
業
淳
に
つ
き
具
体
的
な
数
字
を
あ
げ
の
申
諦
を
怠
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
ら
違
法
各
一
条
に
い
う
対
象
地
域
、
即
ち
「
歴
史
的
社

て
報
告
し
た
。
昭
和
四
二
年
の
実
態
調
査
は
同
な
助
機
・
目
的
に
よ
り
地
区
指
定
さ
れ
て
い
な
会
的
理
由
に
よ
り
生
活
職
境
零
の
安
定
向
上
が

和
地
区
の
実
態
淵
査
と
し
て
股
も
荘
礎
的
な
も
い
状
態
を
作
出
し
て
お
き
な
が
ら
そ
れ
を
理
由
阻
害
さ
れ
て
い
る
地
域
」
を
意
味
す
る
と
解
さ

の
で
あ
り
、
そ
の
後
行
わ
れ
た
金
剛
同
和
地
区
に
原
告
の
権
利
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
被
告
の
態
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
被
告
の
主
張
（
覗
実
柵

澗
在
の
い
わ
ば
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
度
は
、
著
し
く
僧
義
則
に
反
す
る
。
三
は
要
す
る
に
、
渦
の
沢
地
区
が
「
歴
史
的

ら
、
昭
和
四
一
年
の
実
態
凋
迩
に
応
答
す
れ
社
会
的
理
由
に
よ
り
生
活
環
境
等
の
安
定
向
上

ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
当
該
地
区
は
同
和
地
区
と
第
三
証
拠
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
地
域
」
、
即
ち
い
わ
ゆ
る

し
て
把
握
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
後
の
側
同
和
地
区
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
争
う
も
の

在
に
応
答
し
な
く
て
も
そ
の
地
位
に
変
助
は
な
記
録
中
の
許
証
目
録
及
び
証
人
零
目
録
の
記
で
な
く
、
た
だ
右
地
Ⅸ
は
地
区
指
定
を
受
け
て

い
・
し
た
が
っ
て
湯
の
沢
地
区
は
既
に
地
区
指
戦
を
引
用
す
る
。
い
な
い
の
で
対
象
地
域
で
は
な
い
胃
を
主
張
す

定
が
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ろ
に
過
ぎ
な
い
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
湯
の
沢
地

８
仮
唯
て
う
で
な
い
と
し
て
も
、
当
該
地
区
が
区
が
『
歴
史
的
社
会
的
理
由
に
よ
り
生
活
環
境

理
由
等
の
安
定
向
上
が
限
樗
さ
れ
て
い
る
地
域
」
で

同
和
地
区
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
限
り
、
被
告

は
同
対
法
、
地
対
法
及
び
悲
法
二
条
、
一
四
あ
る
こ
と
は
被
告
に
お
い
て
脚
白
し
た
も
の
と

灸
に
族
づ
い
て
地
区
指
定
の
申
諦
を
す
べ
き
餓
一
謝
求
の
原
因
１
，
３
，
４
の
各
事
実
及
び
同
み
な
さ
れ
る
。
ま
た
、
湯
の
沢
地
底
が
「
同
和

的
擬
務
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
申
請
す
る
２
の
事
実
の
う
ち
、
原
告
ら
が
渦
の
沢
地
区
に
地
区
」
で
あ
る
と
の
点
を
除
き
、
原
告
ら
が
要

か
ど
う
か
が
被
告
の
蛾
鼠
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
居
住
し
、
主
張
の
各
職
業
を
営
ん
で
い
る
こ
と
綱
第
２
項
に
定
め
る
冬
要
件
を
満
た
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
被
告
は
渦
の
沢
地
区
が
同
和
は
、
い
ず
れ
も
判
事
者
間
に
争
い
が
な
い
。
こ
と
も
被
告
に
お
い
て
明
ら
か
に
輔
わ
な
い
か

地
区
で
あ
る
こ
と
を
熟
知
し
な
が
ら
、
地
区
指
二
要
綱
が
同
対
法
に
基
づ
く
同
和
対
策
事
業
を
ら
こ
れ
に
つ
い
て
も
同
棟
で
あ
る
。

定
さ
れ
る
と
対
痛
嘱
業
の
実
施
を
余
儀
な
く
さ
実
施
す
る
《
ヘ
め
制
定
さ
れ
、
地
対
法
施
行
後
は
そ
こ
で
、
「
歴
史
的
社
会
的
理
由
に
よ
り
生

－69－
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F
孟孟和宜ー

峨
寄
燕
蕗
丙
附
Ｊ
岬
諦
群
瞬
き
汁
満
判
罫
酬
斗
。
州
寄
燕
坤
蛎
Ｓ
斗
訓
戟
井
寺
営
興
〃
茄
鮮
・
呂
師
蛎
戟
‐
刷
叫
舜
言
舗
咋
戟
酎
ご
汁
斗
。
画
倒
圃
恥
因
叩
碕
呂
忌
紺
、
工
令
、

活
環
境
等
の
安
定
ゞ
向
上
が
阻
誉
言
・
認
て
い
患
地

域
」
で
あ
っ
て
も
地
区
指
定
を
受
け
な
け
れ
ば

対
象
地
域
と
は
い
え
な
い
（
し
た
が
っ
て
要
綱

に
い
う
「
同
和
地
区
」
で
は
な
い
）
旨
の
被
告

の
主
張
の
当
否
を
検
討
す
る
。
当
裁
判
所
は
、

右
主
張
は
失
当
と
し
て
排
斥
す
べ
き
で
あ
り
、

禍
の
沢
地
区
は
要
綱
に
い
う
「
同
和
地
区
」
に

骸
当
す
る
と
判
断
す
る
。
そ
の
理
由
は
以
下
の

と
お
り
で
あ
る
。

１
要
綱
・
同
対
法
・
地
対
法
の
い
ず
れ
に
も
、

地
区
指
定
さ
れ
る
こ
と
が
こ
こ
で
い
う
「
同
和

地
鰹
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
た
め
の
要
件
で
あ
る

と
す
る
旨
の
文
言
は
な
い
。

２
要
綱
・
同
対
法
・
地
対
法
は
「
す
べ
て
の
国

民
に
韮
本
的
人
権
の
享
有
を
保
障
す
る
Ｈ
本
国

憲
法
の
理
念
に
の
っ
と
り
」
（
同
対
法
・
地
対

法
各
一
条
）
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
か
る
観
点
か
ら
兄
て
、
お
よ
そ
「
歴
史
的
社

会
的
理
由
に
よ
り
生
活
理
境
等
の
安
定
向
上
が

阻
害
さ
れ
て
い
る
地
域
」
に
あ
っ
て
現
に
要
綱

の
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
に
対
し
て

は
当
然
対
策
事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
地
区
指
定
が
さ
れ
て
い
な
い
と
の
形
式
的

理
由
に
よ
り
そ
の
実
施
を
拒
否
す
る
こ
と
は
明

５
被
告
は
「
湯
の
沢
地
区
に
つ
い
て
地
区
指
定

の
申
購
が
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
地
区
指
定
さ

れ
る
こ
と
に
つ
き
地
域
住
民
の
反
対
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
」
と
主
張
す
る
。
地
域
住
民
の
反

対
の
有
無
は
さ
て
お
き
、
仮
に
地
区
指
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
要
綱
に
い
う
「
同
和
地
区
」
と

し
て
扱
わ
れ
る
た
め
の
要
件
で
あ
る
と
解
し
た

う
え
、
地
域
住
民
の
反
対
が
あ
れ
ば
地
区
指
定

（
の
申
舗
）
を
し
な
い
と
い
う
扱
い
を
す
る
こ

と
に
す
れ
ば
、
地
域
住
民
の
意
思
に
よ
っ
て
対

策
事
業
を
実
施
す
る
か
否
か
が
決
定
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
運
用
が
合

理
的
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
地
域
住
民
の
意
思
と
い
っ
て
も
決
し
て
単

一
の
も
の
で
は
な
く
、
「
歴
史
的
社
会
的
理
由

に
よ
り
生
活
環
境
等
の
安
定
向
上
が
阻
害
さ
れ

て
い
る
地
域
」
に
お
い
て
現
に
社
会
的
身
分
差

別
を
受
け
、
対
策
邪
業
の
実
施
を
求
め
る
少
数

者
が
存
在
す
る
場
合
に
、
こ
れ
を
求
め
よ
う
と

し
な
い
多
数
者
の
意
思
を
優
先
さ
せ
て
少
数
者

の
救
済
を
制
度
上
拒
否
す
る
こ
と
は
「
す
べ
て

の
剛
民
に
避
本
的
人
権
の
享
有
を
保
障
す
る
Ｈ

本
国
窓
法
の
理
念
」
（
同
対
法
・
地
対
法
各
一

条
）
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。

’

ら
か
に
相
当
で
な
い
。

３
成
立
に
争
い
の
な
い
甲
第
一
五
号
証
（
総

理
府
細
「
同
和
対
策
の
現
況
」
と
題
す
る
書

籍
）
、
乙
第
一
○
号
証
（
「
全
隅
同
和
地
区
調

査
の
実
施
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
替
面
）
に
よ

れ
ば
、
全
国
同
和
地
ほ
調
査
の
目
的
は
、
国
が

同
和
地
区
の
実
態
及
び
地
方
公
共
団
体
の
対
策

事
業
に
関
す
る
計
画
を
把
握
し
、
今
後
の
対
策

事
業
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
と
共
に
そ
の
推
進

を
図
ろ
た
め
の
蕊
礎
資
料
を
収
集
す
る
こ
と
に

あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
対

象
地
域
の
範
囲
を
確
定
し
、
地
区
指
定
の
さ
れ

な
い
地
域
を
対
象
地
域
か
ら
除
外
す
る
こ
と
が

右
淵
査
目
的
に
含
ま
れ
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ

な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

４
地
区
指
定
（
全
悶
同
和
地
区
調
査
）
の
目
的

は
３
で
認
定
の
通
り
対
策
事
業
に
関
す
る
計
而

の
把
握
、
対
策
事
業
の
あ
り
方
の
検
討
及
び
対

策
事
業
の
推
進
等
で
あ
る
と
こ
ろ
、
対
策
率
業

は
対
象
地
域
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
対
象
地
域
に
対
し
地
区
指
定
が
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
地
区
指
定

に
よ
っ
て
対
象
地
域
の
概
念
が
規
定
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
（
対
象
地
域
は
同
対
法
・
地
対

串
涜
酬
》
一
一
丑
酔
函
・
一
訳
田
町
一
毒
酎
叩
』
』
壷
幸
一
山
守
・
山
辞
で
（
喧
一
』
一
邸
】
】
一
睡
昨
画
一
春
画
毎
）
蓋
｛
語
一
一
一
一
』
二
一
三
』
半
坐
（
幸
二
君
跨
口
・
一
・
坐
《

正
幸
「
同
和
問
題
と
同
和
団
体
」
と
題
す
る
書

籍
）
に
は
「
政
府
が
同
和
地
区
と
い
う
の
は

『
歴
史
的
社
会
的
理
由
に
よ
り
生
活
斑
境
等
の

安
定
向
上
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
地
域
』
（
地
域

改
善
対
策
特
別
措
腫
法
）
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る

『
対
象
地
域
』
あ
る
い
は
『
対
象
地
臨
』
と
し

て
指
定
さ
れ
、
同
和
対
策
事
業
を
行
っ
て
い
馬

と
こ
ろ
を
い
う
の
で
あ
る
。
」
と
記
戦
さ
れ
て

お
り
、
ま
た
証
人
藤
沢
健
二
は
、
被
告
の
主
張

に
沿
う
供
述
を
す
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
自

己
の
結
論
を
述
べ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ

う
に
解
す
べ
き
根
拠
に
は
全
く
触
れ
て
い
な
い

か
ら
、
検
討
の
対
象
と
し
な
い
。

７
そ
の
他
、
地
区
指
定
の
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

要
綱
に
い
う
「
同
和
地
区
」
と
し
て
扱
わ
れ
る

た
め
の
要
件
で
あ
る
と
解
す
べ
き
根
拠
は
、
何

ら
兇
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

三
被
告
は
、
仮
に
本
件
申
込
み
を
受
理
、
推
薦

し
て
も
、
県
側
は
こ
れ
を
不
適
法
な
も
の
と
し

て
却
下
す
る
旨
を
一
言
明
し
て
い
る
か
ら
、
所
詮

本
件
の
申
請
は
却
下
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て

本
件
不
受
理
処
分
も
取
り
消
す
実
益
は
な
い
と

主
張
す
る
が
、
右
主
張
も
失
当
で
あ
る
。
前
記
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の
と
お
り
被
告
が
要
綱
に
定
め
る
申
込
み
の
受

理
等
の
梅
限
を
県
知
事
か
ら
委
任
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
か
ら
、
被
告

が
受
理
し
た
申
込
み
を
県
知
事
が
却
下
す
る
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

仮
に
被
告
の
推
煎
を
受
け
た
申
込
み
を
県
知
事

が
却
下
し
た
と
し
て
も
、
改
め
て
そ
の
段
階
で

右
却
下
処
分
が
司
法
審
査
の
対
象
に
な
り
得
る

も
の
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
本
件
不
受
理

処
分
を
取
り
消
し
て
要
綱
に
定
め
る
手
続
を
進

め
る
こ
と
に
は
十
分
な
法
律
上
の
利
益
が
認
め

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

四
以
上
の
事
実
及
び
判
断
に
よ
れ
ば
、
木
件
不

受
理
処
分
に
つ
い
て
被
告
の
主
張
す
る
と
こ
ろ

は
い
ず
れ
も
理
由
が
な
く
、
そ
の
取
消
を
求
め

る
原
告
ら
の
本
訴
諦
求
に
は
理
由
が
あ
る
か
ら

こ
れ
を
認
容
し
、
訴
訟
徴
用
の
負
担
に
つ
き
行

政
事
件
訴
謡
法
七
条
、
民
事
訴
醗
法
八
九
条
を

適
用
し
て
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
次
第
で

あ
る
⑥

新
潟
地
方
餓
判
所
第
一
民
耶
部

栽
判
長
栽
判
官
吉
崎
直
禰

蛾
判
官
西
野
喜
一

法
・
上
の
用
語
で
あ
る
の
に
対
し
、
地
区
指
定
の

概
念
及
び
用
語
は
同
対
法
・
地
対
法
そ
の
他
の

法
令
上
存
在
し
な
い
。
）
・
も
つ
と
も
、
対
象

地
域
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
が
必
ず
し
も
容
易

で
は
な
い
か
ら
、
地
区
指
定
の
有
無
に
よ
っ
て

画
一
的
に
処
理
す
る
こ
と
に
合
理
性
が
あ
る
と

の
見
解
も
あ
り
う
る
が
、
市
町
村
良
は
当
該
地

域
が
対
象
地
域
で
あ
る
か
否
か
壷
容
易
に
判
断

す
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
に
は
地
域
の
実
態
を

把
握
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
命
右
見
解

は
採
用
で
き
な
い
。
要
綱
に
お
い
て
融
資
あ
っ

せ
ん
の
申
込
み
は
直
接
県
知
事
に
対
し
て
す
る

の
で
は
な
く
て
市
町
村
長
を
経
由
し
て
な
す
べ

き
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
か
か
る
考

恵
に
韮
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
し
、
仮
に
右
判

断
を
す
る
こ
と
が
市
町
村
長
に
お
い
て
も
困
難

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
地
区
指
定
の
申
跡
を
市
町

村
畳
に
対
し
て
求
め
る
こ
と
自
体
、
困
難
な
作

業
を
強
い
る
結
果
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
地
区
指
定
は
、
こ
れ
が
あ
れ
ば
対
象

地
底
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
、
逆
に
な
け
れ

ば
対
象
地
区
で
な
い
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
程
度

の
意
味
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
以
上
の
効
力
が

あ
る
と
は
解
し
難
い
。
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